
　使用している線量率マップは文部科学省（当時）のモニタリングデータが用いられ
ています1。
　1.  文部科学省（当時）が公表しているモニタリングデータが利用できない2011年３月12日から15

日のうち、３月12日から14日までの３日間は、2011年６月に原子力安全・保安院（当時）が
公表した放射性物質の放出量データを用いて、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム

（SPEEDI）により計算された結果を適用しました。３月15日については、３月16日のデータと
同じとし、３月16日以降については、文部科学省（当時）が公表しているモニタリングデータを
利用しました。
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